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開会 午前 ９時２８分 

 

◎開会の宣告 

○吉成委員長 定刻前ですけれども、皆さんそろい

ましたので始めたいと思います。 

  おはようございます。本年もよろしくお願いし

ます。 

  ちまたでは、最近本当にインフルエンザがはや

ってきていますということですので、注意してい

ただきたいなと思います。 

  私も副委員長も過去痛い目に遭っていますので、

予防注射をしなくちゃいけないかと思っているん

ですがまだですので、予防注射もしたいなと思っ

ています。 

  本日は、この後もさまざまな会議後集まりが入

っていますので、この今回の議運に関しましては、

ただいまから11時10分前ぐらいに終了するような

形で進めてまいりたいと思います。11時10分前ぐ

らいに終了して、その後市長との懇談会等が入っ

ていますので、その時間を目途に進めてまいりた

いと思います。 

  きょうも、実際には協議を協議事項として議題

としては上がっているんですけれども、その協議

の前の説明ということで皆さんには聞いていただ

いた中で、もちろん意見をお伺いしたいと思いま

すが、ちょっとボリューム的に多いもんですから、

その辺をぜひご配慮いただいて議事のほう進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 それでは、早速３の協議事項に入っ

てまいります。 

  ⑴取り組み実行計画についてということですが、

皆さんのお手元の資料をちょっと確認させていた

だきたいと思います。 

  以前にも、実際に基本条例の検証作業スタート

時にこの進捗チェックシート体系図というのを配

っています。Ａ４ですね、これをごらんになって

いただきたいと思います。こちらですね。 

  その後にＡ３でページでいうと、８ページまで

のこの大きな資料が入っています。 

  項目別目的と指標及び取り組みと実績一覧と組

んであります。我々が今回検証作業を１年数カ月

かけて行ったわけですけれども、それを体系別に

分けたのがこの体系図ということになっています。 

  大項目として、１、市民に開かれた議会、２、

議員の公平性、透明性、３、議会の体制の強化、

そして４、その他の分野ということで分けてさせ

ていただいて、それから、今度はシート１からシ

ート７までの項目、評価項目という形になります

けれども、このような形に分けてさせていただい

て進めてまいりました。 

  今回、実際にこの後、取組実行計画をつくるに

当たって、改めてこのシートを今回精査してつく

ってみました。 

  詳細については、関根係長のほうから説明をお

願いいたします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、ご説明いたします。 

  まずは、Ａ４縦の取組実行計画についてをごら

んいただければと思います。 

  前回、前々回の議運の中で、皆様のほうにご議

論いただき、ご決定いただいたとおり、また今、

委員長からありましたとおり、昨年度から今年度

にかけて行いました議会基本条例の検証、それの

ＰＤＣＡサイクルシートを活用してそのベースと

して、今般より事務事業評価に特化した形で取り
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組みを取り出して、体系立てた上で評価をしてい

こうというふうなお話だったかと思います。 

  改めてこの取組実行計画の仕組みを破線のとこ

ろで整理しておりますけれども、今申し上げたＰ

ＤＣＡサイクルシートというところの青いところ

のプランと、黄色のところのドゥーのところを取

り出して、目標等設定し、②番にありますとおり

議会活動等の実績の把握をし、③活動等の振り返

り評価を行って、改善点、今後の方向性を検討し、

それもまたぐるっと１番のほうに戻して、次年度

の目標値の設定につなげていくというのを毎年度

繰り返していくというふうなところがこの取組実

行計画の基本的な仕組みとなっております。 

  なお、平成30年につきましては、１月になって

ございますので、前回もお話ししたとおり、30年

度に関しては、29年度に行った条例の検証と同じ

形をベースに目標値を設定し、評価をいたします

ので、今回検討していただくのは31年度以降の目

標値を設定、検討していただくというふうなこと

になってまいります。という中で、このサイクル

を繰り返すことで、さらなる議会活性化につなげ

ていこうというのがこの取組実行計画の仕組みで

あり、趣旨であり、目的というふうなところにな

ってまいります。 

  その取組実行計画の細かいところを検討してい

く中で、昨年度、これまた議会基本条例の検証の

中で、中村先生のほうからアドバイスを頂戴して

ございます。その第三者評価書の中から、主なも

のを３つ取り上げさせていただきました。少しご

説明させていただきます。 

  ⑴としまして、どの程度まで改善しようとして

いたのか、当初の目的が不明のため、進捗率が

何％、例えば70％でＡですとか、50％でＢですと

いうのは、なぜその進捗と言えるのかが伝わりに

くいですよという話からまず大きく１つあったか

と思います。それと、⑵としまして、その議会の

取り組みが結果として住民にとってどのような変

化につながっていいたのかをつけ加えていくこと

は重要であり、議会活動全体の案とかのいわゆる

成果というようなところを示さないとわかりにく

いんで、やっぱり住民にとってはわかりにくいで

すよというお話があったかと思います。 

  ⑶につきましては、⑴と重複するところもござ

いますが、具体的な数値目標を設定することで、

活動目標が明確化され、活動にぶれがなく取り組

めますよ。こんな大きく３点がご指摘としてあっ

たかなというふうに思います。 

  これを受けまして、先ほど委員長からご説明あ

りました進捗シート体系図に基づいた形で、議会

基本条例のプランとドゥーの部分を整理しました

ものがＡ３横のほうの資料になってございます。

項目別目的と指標及び取り組みと実績一覧という

ふうなものでございます。実際のＰＤＣＡサイク

ルシートは、条立てだけではなくて条、項、号に

分けましたので、体系図は少し細かい形になって

いますが、基本的には先ほどの進捗チェックシー

トの体系図のとおりに整理されてございます。細

項目、中項目、その下に条項の条立てがくっつい

ているというような形でございます。 

  表の見方としましては、一番上の表頭でご説明

すると、最初に大項目があり、中項目があり、隣

に条立てがあり、その条立てに関連する目標と指

標、青い部分、それと取り組みと実績、黄色い部

分、それと結果として評価された段階評価、管理

評価。最終的に、一番右に赤字で取り組みナンバ

ーというのをつけてございます。 

  このシートの整理の目的は、議会基本条例で掲

げた目的だとか、取り組み内容を取組実行計画に

も移すかどうかというふうなところを整理する資

料となってございます。結果的に、この赤字で書
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いてあります取り組みナンバーというのにここに

数字が入ってくれば、それは取組実行計画に移す

もの。ここに番号が入ってこないで一番上にバツ、

重複とありますが、バツとなっているものは取組

実行計画に移さない部分、そんなふうに理解して

いただければと思います。 

  それでは、具体的な項目についてご説明させて

いただきます。 

  今、見ていただいている一覧表の中で１番に出

てきますのが大項目、市民に開かれた議会、⑴市

民の情報公開と情報共有、その中で、第３条第１

号議会情報公開、説明責任というふうなところが

見えるかと思います。目標と指標、取り組みと実

績についてはごらんのとおりですが、中身を見て

いただきますと、①、②、③というふうな視点が

あった中で、①、②についてはそれぞれ17条、そ

れから７条の４項に評価を任せていますよという

ようなことになってございます。また、③につい

ては、情報公開制度の整備ということで、施行規

則が施行されていますよというふうなことの評価

取り組みとなっております。こちらに関しまして

は、①、②のほかの条に評価を委任していること、

③については、施行規則の施行というふうなだけ

ですので、取り組みとしては余り適切でないのか

なということでふうなことでバツ、重複等という

ふうな整理をしてございます。 

  次に、２番目の４条第２号に関しましても、①、

②を見ていただいてわかりますとおり、それぞれ

３条と８条に委任をしていますので、これも取り

組み実行計画のほうに持っていく必要はないだろ

う。 

  次に、３番目の７条１項につきましては、公開

率を定めておりまして、これについては取り組み

として適しているだろうということなので、取り

組みナンバーとともに１というふうな数字をつけ

ております。ここの取り組みナンバーの数字がこ

の後説明します目標値検討シートの番号と連動し

てまいりますので、またその際にご説明させてい

ただきたいと思います。そのような整理のもと一

番下の４番目についても重複していますのでバツ。 

  それからまた、後ろを開いていただきますと、

２ページ目の一番上、７条２項については、取り

組み項目としてふさわしいだろうということで２

番。次、８条に関しても取り組み項目ということ

で３、14条以降に関しては４、次は５という形で

番号を振らさせていただきました。 

  次に、３ページに移りましても、それぞれ取り

組み項目としてふさわしいだろうということで、

６、７、８、９と振りますが、例えば一番下の９

条の用語でいいますと、反問権ということで執行

部の出席を求めるものなので評価しませんよとい

うことでしたので、取組実行計画においても取り

組みとしては不適切ということなのでバツ、取り

組みではないというふうな整理をさせていただい

たところでございます。 

  同じように次のページに関しましても、一番上

が縦列が２番目、３番目に関しましては、段階評

価もバーになっているところがありますので、取

り組みではないですとか、ナンバー８のところと

重複していますよというふうなところについては、

バツというふうな印をつけてございます。11番が

ありまして、その下につきましてもナンバー４と

重複しているということで、バツというふうにし

てございます。５ページにつきましては、全て説

明はいたしませんが、それぞれの項目について取

組実行計画に掲げるに適しているだろうというこ

とで12から16番を振ってございます。 

  同様に６ページ以降につきましても、それぞれ

の項目で中身を見た中で取り組みでないものには

バツ、重複していたものにもバツ、取組実行計画
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としてふさわしいものには番号を振るというふう

な整理をずっとしておいて、８ページまで同じよ

うな整理をずっとしていったものがこの資料でご

ざいます。この資料の今の番号をもとに重複です

とか取り組みでないものを除いて、番号のついた

ものだけを取り出して整理したものがこの取り組

み項目一覧というふうなものの電算の表になって

ございます。 

  こちらの表につきましては、見方としまして表

頭に説明しますと、大項目中の項目は先ほどのも

のと同じ項目立てになってございます。その隣の

具体的な項目につきましては、先ほどは議会基本

条例の検証から持ってきた資料ですので、条立て

で説明しましたが、今後取組実行計画としていく

中では、議会基本条例の検証ではありませんので、

あくまで取り組みに着目するということで、こち

らにあります会議等の公開ですとか傍聴等の整備

とか、そういった取り組みの現状を示すことのほ

うがわかりやすさが増すだろうというふうなこと

でこのような表記にしております。 

  隣に主体というのが書いてございますが、これ

は例えばちょっと２ページをお開きいただきまし

て、２ページの上から３番目、４番目のあたりを

ずっと見ていただければと思うんですが、議会基

本条例の検証時にもあったかと思うんですが、例

えば政策の立案、提言なんかでいいますと、前回

の議運でもお話しさせていただいたとおり、議員

から出発するもの、議会で取り組むもの、委員会

でやるもの、会派でやるもの、さまざまな視点で

政策提言に取り組むことにしておりますので、具

体的項目はほぼ同じであっても主体が違う場合は

違う目標を掲げられる可能性があるということな

ので、この主体というふうな項目を起こさせてい

ただいたところでございます。 

  その隣のＨ29成果指標と書きましたものにつき

ましては、ＰＤＣＡサイクルシートの成果指標と

したものをそのまま写したところでございます。 

  先ほど申し上げましたとおり、今後31年度の取

り組み活動を受けて、指標を設定していくわけな

のですが、先ほど中村先生のご意見をご紹介させ

ていただきましたとおり、現在の条例のＰＤＣＡ

サイクルシートにはわかりにくいところもあるよ

というふうなところ、それらを踏まえまして、今

までは成果指標をというふうにだけしておきまし

たが、中身を見ますといわゆる議会の取り組みの

アウトプットというふうな部分と、最終的な目標、

目的である市民に与える影響はアウトカムという

ふうな部分に少し整理したほうが中村先生の言う

ところの住民にどのような影響がもたらされたの

かというふうなところ、それと議会としてどこま

でやるのかというふうなところが少しわかりやす

くなるだろうということで、今申し上げましたと

おり、成果指標という一くくりではなくて、成果

指標を議会の取り組みというアウトプットと市民

に与えるアウトカムに分けてはどうかというふう

なものがこのシートの内容でございます。 

  例えばで記載させていただきましたが、３番目

の議会報告会をごらんいただければと思います。

議会報告会、29年度ＰＤＣＡサイクルシートでは、

①番に参加者の増加、わかりやすさの向上、３番

目に提言数の増加というようなところを書いてご

ざいます。それにつきましても、議会の取り組み

としては開催するというのが１つ議会の取り組み

としてのアウトプット、取り組み指標だろうと、

一方で市民に与える影響としては、この議会報告

会に興味を持って参加してくれる人がふえるとい

うところが市民に与える影響あるとかじゃないか

というふうなことで例として記載させていただき

ました。 

  ただし、このアウトカムに関しては、いろんな
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考え方があって、例えばで言いますと、この成果

指標というところの中間成果ですとか、最終成果

というまたさらに細分化された考え方もあります。

例えばどういうことかというと、この成果指標の

中でも、参加者数が減るのはまず中間成果だろう

と、その先に見えるのは市民からたくさんの提言

をもらうとか、それをさらに執行部に提案して、

それが実現するとかそれが最終的な成果じゃない

かというふうな考え方もありますし、この成果指

標の捉え方を今申し上げたとおり、今成果を議会

の取り組みと市民に与える影響で分けましたが、

今申し上げたとおり、中間成果、最終成果という

ふうな考え方もありますので、いろいろ、いろん

なレベルでの考え方もあるんですが、まずは大き

く議会の取り組みと市民に与える影響というふう

なところにまず、第１段階として分けてみたとい

うふうなところでございます。 

  また、Ａ４のペーパーに戻っていただきまして、

今申し上げましたのが、⑴の取り組み項目の再整

理とアウトカムの設定というふうなところでござ

います。項目別の一覧と取り組み項目一覧という

ふうなところが今の説明でございます。 

  もう一つ⑵として、ＰＤＣＡサイクルシートの

改善というふうなところについてご説明させてい

ただきます。 

  今度はその後ろについていますＡ４横のこのよ

うな資料をごらんいただきたいと思います。 

  前回、前々回の議運でご議論いただきましたと

おり、基本的にはＰＤＣＡサイクルシート議会基

本条例のフレームをつくった仕組みを活用してい

きましょうというふうな話の中で、今回赤字のと

ころについて変更を加えさせていただいたところ

でございます。 

  １つは、１プラン、青いところについて、成果

指標のところをまず取り組み指標というふうに変

えさせていただきました。黄色のところについて

は変更ございませんが、赤のところで効果の検証

を成果指標、いわゆるアウトカムの市民に与える

影響というふうなところにしたらどうかというふ

うなところが大きな変更でございます。 

  つまり、取り組み指標では、先ほどの例でいけ

ば、議会報告会を３回やりましょう、フォーラム

をやりましょう、それが実行できたかどうかをド

ゥーのところで検証し、さらにそれが人数の増に

つながったのか、先ほどの中間成果、最終成果で

いけば、それが市長さんへの提言につながったの

か、それが政策実現につながったのか、そんなと

ころを赤いところで検証し、改善点を４で見つけ、

また１に戻していくというふうなところでの回し

方もあるのかなというふうなところで、赤字のと

ころを検討してございます。 

  そのほか、前回は議会基本条例の検証でしたの

で、管理評価というふうなところを設けてござい

ましたが、今回は基本的に実行計画、つまり事務

事業評価に近いというふうなところを踏まえた中

で、皆様のさまざまな団体の事務事業評価シート

をごらんになったことあろうかと思いますが、評

価といった場合には、取り組みとそれにかかるコ

ストといったのが必ず並んで併記されております。

事務事業評価においては、欠かせないファクター

だというふうなところでございますので、今回の

取組実行計画におきましても、この事業費という

ふうな視点を新たにつけ加えて、より事務事業評

価というふうなところにポイントを高めていきた

い、そんなふうなところでこのシートを作成した

ところでございます。 

  例えばですけれども、先ほどの議会の例えば一

般質問で申し上げれば、事業費というところはほ

とんどかかってこないかと思いますが、人件費と

いうふうなところで議員の皆様の１時間当たりの
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例えば報酬を計算し、その時間を計算したものが

入り、⑶の職員人件費、職員は市執行部のほうへ

出席しております人間の時間当たりの単価を出し、

それを積算し、金額を積算し、出てまいると、最

終的にそうすると一般質問に幾らかかっているの

か、一般質問当たり、時間当たり幾らですよとい

うふうなところが見える化されるのかなというふ

うなところでございます。 

  ただし、議員報酬をどのように時間当たり出す

のか、どのような設定で考えるのか、さまざまな

前提が考えられるため、出し方によっては100万

円だったものが出し方によっては200万円という

ふうなぶれも相当考えられるところではあります

が、それにしても何らかの形で事業費を見える化

することは、議会の取り組みとして大変よろしい

のではないかというふうな中で、このような欄を

設けてみたところでございます。以上につきまし

ては、⑷のＰＤＣＡサイクルシートのご説明でご

ざいます。 

  最後に４番、スケジュールのところですが、先

ほど申し上げましたとおり、31年度の取り組みと

なってございますので、31年の取り組みとなって

まいります。なお、この委員会の構成が５月か４

月末までということですので、４月18日の議員全

員協議会で了承を得られれば、１カ月新年度には

入りますが、新しい後半戦での取り組みが開始で

きるということなので、１つ４月18日の全員協議

会というのを目途にこう進めたらどうかというと

ころがスケジュールになってございます。 

  これから説明いたしますと、今回取り組み項目

一覧は２ページではありますが、項目がなかなか

２ページといえ、中身が濃く、量が多いものとな

ってございますので、例えば１ページ目、２ペー

ジ目みたいな分け方をした中で分割して検討し、

決定していったらどうかというふうなところでス

ケジューリングしてございます。４月18日の全協

での説明了承を目途に、３月までにこれらを決定

していってどうでしょうかというふうなところが

スケジュール案の内容でございます。 

  簡単ですが、説明とさせていただければと思い

ます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  簡単な説明と言いますけれども、資料的に非常

に多いんで、こんがらがってしまう部分あるかも

しれませんが、実はこれきょう皆さんお持ちかど

うかわかりませんけれども、我々がつくったＰＤ

ＣＡサイクルシートありますね。これのプランの

部分がここに載っているんですね。 

  最初のこれでいくと、これごらんになっていた

だくと、これ見ていただくとわかるんですけれど

も、プランの部分とそれから実行ですからＤの部

分が分けて載っていますので、実は我々もう１回

やっていますから、中身はやった内容をここに載

せているだけなので、ただつくりが変わっている

んで、新たなものというふうにちょっと捉えがち

ですけれども、実際にはそうじゃありませんので、

もう間違いなくやったやつです。 

  それから、今後の取組実行計画のこちら今説明

いただきましたが、これについては大切な部分は

ＰＤＣＡサイクルの平成29年の指標、ここの部分

はもう間違いなくキーの部分です。計画の部分の

これまでやった内容がここに目的とそれから成果

指標、それが両方ここに記載されているという理

解をしていただければと思います。 

  非常にこれから少し時間がかかってしまうかな

と思うのは、中村先生の我々研修を受けた中で何

度も言葉として出てきたと思うんですけれども、

アウトプットそしてアウトカム、この２つの言葉

が随所でよく聞けました。単純にその言葉の意味

だけで捉えれば、そんなに難しいのかもしれませ
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んが、実際に作業していく中では、非常にここが

こんがらがりやすいんですね。両方を成果という

捉え方もできますし、実績というような捉え方も

できますので、それを今回わかりやすくするため

にこの青の部分を議会の取り組みという表現にさ

せていただいています。そして、赤の部分を賃金

に与える影響、または与えた影響という形で表現

をさせていただいています。 

  今、係長のほうから説明いただいたとおり、今

後この流れで進めていきたいと思うんですが、今

までの説明の中で何かお聞きしたい点がありまし

たらお願いいたします。大丈夫でしょうか。 

  何せ、先が決まっているもんですから、ちょっ

とタイトにはなるんですけれども、これだけ少な

いんでこの後また説明をさせていただきますが、

当然変更して進めていかなければいけないという

ことになってきますので、できればこのような形

で進めさせていただきたいなと思うんですが、い

かがですか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 先ほど説明させていただいた中で、

議会の取り組みとして住民に与える効果の部分、

この取組実行計画、これについては私と副委員長、

そして事務局でとりあえず素案をここを埋めて、

素案をつくらせていただきますので、それを皆さ

んでご協力いただくという形をとらせていただき

たいと思うんですが、そのような形でよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑴の取組実行計画につい

ては、今後このような流れで説明させていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、⑵の新たな特別委員会

の設置について、これも資料を出していますので

資料のほうをごらんになっていただきたいと思い

ます。 

  この新たな特別委員会の設置の検討についてと

いうことで、最初背景としてこのようにあります。

議会基本条例の検証を踏まえて整理した今後取り

組むべき事項のうち、役割分担が議会運営委員会

の事項についてボリュームの多さや取り組みスピ

ードを高める観点から、一部の事項のみを特定事

件とする新たな特別委員会の設置を検討するとい

うことにいたしております。 

  この後については、係長のほうから説明をお願

いいたします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 今、委員長のほうからご説明

ありましたとおり、また前回の議運の中でも委員

長のほうからご提案をいただき、また委員長のほ

うからお話ありましたとおり、新たな特別委員会

を設置して、議会運営委員会で取り組むべきとし

た今後の取り組むべき事項、その一部分を特定事

件とする特別委員会の設置を検討する中で肝とな

ってまいりますのは、２番のところで、設置の目

的、特定事件の部分ですが、今後取り組むべき事

項につきましてはさまざまな項目が挙がっていた

かと思います。先ほどご説明させていただいた取

組実行計画もこのうちの１つでございます。その

うち、前回までの議論を踏まえて、案として書い

てございますのがまず議長からもお話がありまし

た通年議会の話、それと⑵としては政策形成サイ

クルの話、政策形成サイクルと一言で書きました

けれども、先ほどお示しした取り組みに今後取り

組み事項でいけば、その組織の部分の検討もそう

ですし、いわゆる政策にまで高めていくためのマ

ニュアルづくりなんかも含まれるのかと思います。

そういったものも含めて、政策形成サイクルとい

うふうな大きく２点を議論のたたき台として、案

として提出させていただいたところでございます。 
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  この２番のところをどうするかという部分を踏

まえて、特別委員会につきましてその名称、人数、

構成メンバーについてご検討いただければと思っ

てございます。参考に前回のこれも議論の中でお

話が出てまいりましたが、議会活性化検討特別委

員会いうのが具体的な名称として出てまいりまし

たので、参考として前回の人数、構成メンバーに

ついて、破線部の中に参考書きさせていただいた

ところでございます。 

  スケジュールに関しましては、こちらも後半戦

が始まります５月15日の臨時議会がゴールとなり

ますので、そこから追っていきますと４月18日の

議員全員協議会が１つの目途となろうかと思って

おります。 

  それに向けまして、スケジュールを頭からご説

明させていただきますが、１月後半の中で検討し、

２月上旬までに議会運営委員会の案を作成し、こ

ちらが人事に関する部分も出てまいりますもので、

会派代表者会議の規則のほうに介入してまいりま

すから、２月の中旬あたりに会派代表者会議のほ

うに協議入りさせていただき、それを踏まえた形

で、４月上旬には最終的に議会運営委員会として

どのような議案を提出するか決定してまいるとい

うふうな段取りになろうかと思ってございます。 

  なお、２月から４月までは少し期間があいてお

りますが、この後ご説明いたします議会だよりと

議会報告委員会、それの統合も含めて技術的な作

業時間を確保するため、この３月あたりにつきま

しては、少し期間をあけさせていただいていると

ころでございます。 

  最後に、その他の部分でございますが、今年度

の行政視察で会津若松市のほうに行って、政策形

成サイクル等について視察してきたところでござ

いますので、新たな委員会に全く資料がない中で

投げるというふうなことではなくて、当議会運営

委員会の中で検討を進めて、一定の方向性を生み

出した中で次の委員会にお渡ししていく、そんな

ところにいければ、あえてよろしいのかな、そん

なふうに考えたところが５番の意図でございます。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  説明のとおりなわけですけれども、実際にこの

２年間にわたって議会運営委員会が主体となって、

議会活性化改革についてさまざまな議論を進めて

きたわけですけれども、今回の基本条例の検証に

よって今後改善点というのがたくさん浮かび上が

ったわけですね。それが我々この議会運営委員会、

次の議会運営委員会で全て協議検討がなされれば

いいんですけれども、やはりそれは無理ですので、

そういった観点から特別委員会の設置ということ

で、今回に関して言うと、案として出させていた

だいたのは特定事件、２のほうですけれども、通

年議会、通年議会については２年間のこれまで議

論は進めたわけですが、この新たな今の構成メン

バー、議会運営委員会のメンバーの中では通年議

会についての検討は行われてきておりませんので、

再スタートということになりますが、当然２年間

やってきたわけですから、ここにいらっしゃる何

人かの方々は通年議会についてのかなりの知識は

持っていらっしゃる方々だと思いますので、仮に

これを引き渡しするにしても、やはり全く真っさ

らな状態からスタートをして渡すんではなくて、

やってきた内容をしっかり踏まえた上で、じゃ通

年議会にも会議の通年制であったり、２会期制で

あったりさまざまありますので、そういったとこ

ろを踏まえて次に渡したいというところまでは、

先ほど係長の５の部分で説明いただきましたけれ

ども、ある程度現在の議運の中で検討は進めさせ

ていただきたいと思います。 

  それと(2)の政策形成サイクルなんですが、こ
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れ言葉で言うと非常に簡単に聞こえてしまうんで

すけれども、中身はたくさん実はあります。我々

議運としてこれまで幾つか視察に行きましたけれ

ども、例えば四日市市議会なんかは政策検討委員

会を設置していたり、その前には自由に集まって

こんな条例つくりたい、こんな提案したい、そう

いった同士の人たちが集まった会議なんかを持っ

ていたり、さまざまあるわけですね、この実際に

政策をつくり上げていくという手法としては。 

  それら、さまざま検討しなくちゃいけませんの

で、これ実はボリュームすごくあると思うんです

ね。それらはやはり特別委員会の特定事件に値す

るのかなと思います。ですから、今回２つほど挙

げさせていただきました。あとは、名称はそんな

に悩むことはないでしょうけれども、人数であっ

たり構成メンバーをどういうふうに選出していく

かとか、そういったことは今後検討を加えていき

たいと思いますので、これらも持ち帰っていただ

いて共有していただければと思います。 

  それで新たな特別委員会の設置の検討について

皆さんから何かご意見ございますか。あと、確認

をしておきたい点がありましたらお願いしたいと

思います。 

  スケジュールのところで最終的には、臨時議会

５月15日になっていますが、ここで特別委員会を

設置するという流れになりますが、その前段階で

全協であったり、我々の議運の中で決定をしたり、

その前に会派代表者会議の協議と書いてあります。

ひょっとすると、これ違和感持つ方はいるかもし

れませんが、実際に会派代表者会議の規程の中に

は第４条に人事に関しては、会派代表者会議の中

で検討するという項目が１項目含まれているんで

すね。ですから、そこもないがしろにできません

ので、これ入れていますので、その点はご了解を

いただきたいと思いますのでお願いいたします。 

  それでは、このような形で進めさせていただく

ことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  それでは、今後このような形で進めさせていた

だきます。 

  続きまして、⑶に移ります。 

  議会だより編集委員会と議会報告委員会の統合

の検討について。こちらも資料をごらんになって

いただきたいと思います。 

  それでは、係長のほうから説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、ご説明させていた

だきます。 

  まず１番として、経緯についてですが、大きく

２つの経緯がございます。 

  １つは、平成29年度の改選時にも検討されたの

はもちろんご存じのとおり、最終的には別委員会

となってございますが、検討がなされております。

検討というのは統合の検討でございます。その際

に議会だより編集委員会と議会報告委員会からそ

れぞれ意見が出されておりまして、議会だより編

集委員会からは、議会報告会と議会だよりとの連

携、広聴広報活動の推進のため統合すべきという

意見がある一方で、議会報告委員会からは、議会

報告会に係る諸問題を解決する、進んでいる段階

ということですので、取り組みの充実が図られた

段階で再度検討しても遅くはないという意見を踏

まえて、最終的に別委員会となった経緯が１つご

ざいます。 

  それと、先日議長さんのほうからもお話があり

ましたとおり、平成31年度当初予算の予算におけ

る議会費に係る議会予算検討部会の意見の中で、

広報と広聴は親和性が高く、一つにすることが合
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理的、それから広聴広報を統合したい意見の中で、

今後取り組むべき事項の掲示はしてあります議会

モニター制度の導入を検討することもできるんで

はないか、それから予算のスクラップ・アンド・

ビルドを積極的に行うべきではないか、そんな意

見があったところの経緯、背景としまして、今回

の資料を作成しているところでございます。 

  次、２番の現状でございますが、下の表にあり

ますとおり、議会だより編集委員会は議会だより

編集規程を設置の根拠としまして、設けられてい

るところでございます。設置目的としては、議会

だよりの編集及び発行だけが目的として書いてご

ざいます。 

  一方、議会報告委員会につきましては、議会報

告会実施要綱にその設置根拠があり、目的に関し

ましては、報告会の円滑な実施及び運営のみが目

的とされております。人数につきましては、それ

ぞれ６人と10人ですが、うち５人の委員について

は両方を兼ねているというふうな状況でございま

す。設置の方法につきましては、記載のとおり、

それから活動状況としましては、参考にその後ろ

に資料をつけさせていただいたところでございま

す。裏表になっておりますが、１回の議会だより

を出すに当たって、このような取り組み会議を持

っているよ、議論内容はこんなところだよ、それ

を見ていただきますと、議会報告会１回を開催す

るに当たっての流れ、開催時期、協議内容等につ

いて記載させていただいたところでございます。

詳しくは、ごらんいただければと思います。 

  そういう中で、またペーパーのほう戻りまして、

３番の課題というふうなところについてご説明さ

せていただきます。 

  先ほども現状のところで申し上げましたが、現

在のそれぞれの委員会の活動内容につきましては、

議会だよりの編集及び発行、それから報告会の円

滑な実施及び運営のみとされておりますので、そ

れ以外の広報や広聴に関連する事項の調査研究、

検討が行いにくいよというお話。 

  それから２番目になりますが、広報と広聴の親

和性が高いため、結果として似通った調査研究、

それから行政視察が必要となるケースも考えられ

るため、議会内の役割分担として非効率ではない

か。また、現状として両委員会に重複して、兼ね

て所属している委員の割合も高いということから、

機能集約、効率化が可能ではないかというふうな

ところを課題として挙げさせていただいたところ

でございます。 

  この後ろをごらんいただければと思います。 

  では、統合による一体どんなメリットが生まれ

るのか、デメリットが考えられるかというような

ところでございます。 

  委員会活動のところにつきましては、課題のと

ころで裏返しというふうなところでございますが、

だより編集、議会報告会以外の広聴広報を包括的

に取り組むことが可能になりますよ。取り組みや

すくなりますよ。それから、親和性が高い広報広

聴を統合することで、広聴広報に関する課題の取

り組みが展開しやすいですよというようなところ

をメリットとさせていただきました。 

  一方で、デメリットといたしまして、委員会内

での役割分担を明確化しないと、委員会内の機能

が混乱しかねないのではないかというふうなとこ

ろを掲げさせていただきました。 

  次に、今、委員長を含む委員数というようなと

ころですけれども、現在はたまたま齊藤委員長の

ほうで両方の委員長同じというようなところにな

っておりますが、広報と広聴に係る委員長が１人

となるため、広聴広報に係る取り組みが展開しや

すい、お互いに気兼ねすることがないというよう

なところと、総体的に少ない人員で効率的に役割
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を担うことができることがメリットとしてあるの

ではないか。一方で、適切な人数が配置されない

と、一部の議員に負担が集中することも考えられ

るのではないかというようなところを確認させて

いただきました。 

  また、３番目の歳出予算についてですが、これ

も背景で少しご説明させていただきましたとおり、

総委員数が減少すれば行政視察などが減少すると

いう部分のところがメリットとして掲げさせてい

ただいております。というふうな現状、それから

メリット、デメリットを踏まえた上で、５番の今

後検討すべき事項、あり方等を含めてですが、ま

ずは統合してどんな課題をそれによって解決した

いのか、目的の明確化をする必要があるんだろう。

それを踏まえた上で、統合するかしないかを検討

し、その上で⑶にあります統合の組織を所管の範

囲をそれをどこまでにするのかが、おのずと⑴、

⑵を検討する中で出てくるだろうと思ってござい

ます。 

  その所管範囲をカバーするための機能としては、

どんな委員会の形がいいのか。先ほどの新しい特

別委員会に関しましては、今までの経緯を含めて

特別委員会でというようなことでしたので、特別

委員会前提でお話を進めさせていただきましたが、

こちらに関しましては、今先ほど申し上げました

とおり、それぞれ編集規程と実施要綱に定めがあ

り、なおかつ会議規則の166条の別表に位置づけ

されている会議になりますので、その形にするの

か、特別委員会にするのか、常任委員会にするの

か、技術的にはそのところが考えられるところで

ございます。 

  ⑸に関しましては、先ほどと同じように名称、

それから６、７、８、体制、人数、成立方法につ

いて検討していく必要があるんだろう、そんなふ

うに考えてございます。 

  最後に、６はスケジュールのところでございま

すが、これも先ほどの新たな特別委員会と同じで

後半戦が始まります５月15日の臨時議会を最終的

なゴールといたしまして、実質的なその前段にあ

ります４月18日の議員全員協議会が１つの目途に

なろうかと思っている中でのスケジュール立てに

なってございます。 

  上から説明させていただきます。 

  １月後半の中で、議運の中で検討していただき

ますが、その中でも既にこちらについては、それ

ぞれの委員会がありますので、それぞれの委員会

からお話を聞く必要があるんではないかというふ

うなところが２番目の項目でございます。その上

で、議運案を作成し、それを先ほど意見徴取した

編集委員会、報告委員会へ再度投げた上で検討し

ていく必要があるだろう。 

  もう一つ、新たな特別委員会と同時に人事に関

する部分がございますので、同じように同時並行

で会派代表者会議に協議することになるのではな

いかと考えております。 

  また、報告委員会とだより編集委員会、統合す

るとなれば、現在の規程を必ず変える必要があり

ますので、統合する場合には、規則の一部改正

等々が必ず必要になってまいりますので、先ほど

の特別委員会のところでも少しご説明させていた

だきましたが、２月中ぐらいまでには固まってい

ないと、３月の庁内手続が間に合わないというふ

うなことになってまいるのかと思ってございます。

それを受けた上で、４月に提出議案を決定し、先

ほど申された全協、臨時議会、そんな流れになっ

てまいります。 

  説明としては以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  最初の経緯の中で、実際に改選前の29年度に議

会だより編集委員会、それから議会報告委員会を
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協議していただいたという経緯があって、現在も

２つの委員会になっているということなわけです

けれども、実際には、これは平成27年に議会報告

委員会11月にできたわけですけれども、その前に

班長会議というのがありましたよね。班長会議が

ちょっと重たいということで議論しようというこ

とで、その議論もした経緯は議会活性化検討特別

委員会の中で行ったんですが、そこの実は広報広

聴委員会にして、だよりとそれから議会報告会は

一緒にやったらどうだということで、そこも結構

検討はされたんですね、当時ね。 

  最終的なまとまりがなかったので、じゃ議会報

告会は議会報告委員会として新たに班長会議から

変えて、全てをつかさどるようにしましょうとい

うことでスタートしたという経緯があって、その

現在の29年の経緯の流れになってきたということ

があるんです。ですから、これまでにも実は何度

か議論はされてきた事案ではあったんですね。で

すから、そういったことをそれから今回問題提起

もされましたので、ちょうどいい機会だというこ

とで、今後一本化に向けてそれぞれどういった組

織にしていくか、どういう構成にしていくかとい

うことを決めてまいりたいと思います。 

  ここで、よく親和性という、親和性とあんまり

最近使わない言葉かなとは思うんですけれども、

簡単に言うと、なじむというような意味合いにな

るんだろうと思うんですけれども、当然同じでし

ょうと、ほぼ、ほぼ同じでしょうということで１

つにしたらという意味合いで使っているんだと思

います。 

  今、係長のほうから説明いただきましたが、皆

さんのほうで何かございますか。 

  これ、実はちょっとテクニカル的なところも実

はあるんですね。先ほど説明いただいた中で、５

の今後検討すべき事項をちょっとごらんになって

いただきたい。 

  ここの⑷の部分ですね、統合後の組織、委員会

の形態ということになるわけですけれども、係長

のほうから説明をいただいたように、従来の委員

会、それから特別委員会、そして予算常任委員会

のような常任委員会、今は常任委員会つくっても

できるというふうな形になっていると思いますん

で、常任委員会というような形をとるかというこ

となんですけれども、ここを改めて係長のほうか

ら、ちょっと説明いただいてよろしいですか。 

  係長。 

○関根議事調査係長 今、お話しいただきました形

態というような部分で基本的には大きく３つ、常

任委員会の形をとるのか、特別委員会の形をとる

のか、166条の別表に定めた委員会の形をとるの

かというふうなところ、あえて言えば何も定めな

い任意の委員会にするかというのがあるかもしれ

ませんが、166条の別表に定めますから、おおむ

ね３つの形になるんだろうという中で、例えば今

の形と同じ166条の別表に定める委員会となりま

すと、現在は議会だより編集規程と実施要綱に沿

う目的、所管範囲を定めておりますが、それ以外

の広報広聴をやるとなると、新たな規定なりを設

けて広報広聴に取り組むことをそこで全く新規に

要綱等を定めて、規程等を定めて、規定した上で

活動していく必要が出てくる。つまり、例規的な

新たな条例をつくるのと同じような手続が内容的

に必要となってまいります。 

  一方で、特別委員会という場合には、先ほどの

新たな特別委員会と同じで基本的には議会の発議

の中で特定事件を定め、実施することができます

ので、今申し上げたような例規的な部分について

の事務負担は相当軽減されるというふうな部分は

あるところでございます。大変技術的なところで

恐縮ですが、そのところが挙げられると思います。 
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○吉成委員長 ありがとうございます。 

  先がまだまだあるんであれば、一番わかりやす

いというか、それは委員会であるんで会議規則の

中の166条に沿ってつくるというのが本来の形な

のかなと思うんですが、この５月15日の臨時議会

にはということを考えると、なかなかそこが難し

いところなんですね。実際につくったものを審査

していただきませんとだめなんで、それなりにも

議会でできるわけじゃありませんから、これ執行

部のほうでやっていただくということになります

ので、それらにかかる時間というのも出てくるん

ですね。 

  ここでこうしようとは私からは言えませんが、

一番やりやすいのは、特別委員会は臨時議会、そ

の場で決めることが可能ですので、とりあえずそ

ういった形にしておいて２年間やって、やはり次

に関しては、ちゃんと会議規則にのっとってつく

ろうということであれば、それはそれで構わない

と思うんですが、そこはちょっと技術的に手法的

にという話だったんですね。それらもちょっと皆

さん頭に置いていただいて、会派の中で、ちょっ

と協議をしていただければと思いますので、お願

いをしたいと思います。 

  皆さんから、この点についてございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、案を⑵と⑶については、

改めて会派のほうで議論していただいて、次回以

降の中でまた皆さんと協議してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

  それでは、⑷のタブレット端末の利活用に係る

……はい。 

○佐藤委員 すみません、そうすると、今、会派の

ほうでということであったんですが、このタイム

スケジュールでいきますと、２月上旬に議会運営

委員会案の作成ということになっているんですけ

れども、それらの関連についてはどういうふうに

考えているのでしょうか。 

○吉成委員長 係長、お願いします。 

○関根議事調査係長 これもその他のところで説明

しようとは思っていまして。 

〔「その他でいいですね」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ちょっと、日程の絡みがその他のと

ころでご説明させていただきます。 

  なるべく早目に知らせるようにということで、

じゃ、すみません。 

  そのほかにございますか、よろしいですか。 

  それでは、⑷のタブレット端末の利活用に係る

質問事項についてを議題といたします。 

  それでは、関根係長、お願いします。 

○関根議事調査係長 それでは、タブレット端末の

利活用に係る質問事項ということでご説明させて

いただきたいと思います。 

  タブレット端末の利活用につきましては、来年

度９月導入をもとに進めているところですが、そ

の使い方、ことしですね、ことしの来年度の９月

になっておりますが、その利活用に当たっての基

本的な指針は先日全協でもご了承いただきました

とおり、使用基準というようなところを出させて

いただいたところでございます。ただし、今まで

もご説明させていただきましたとおり、実際使う

中での疑問、質問というようなところにつきまし

ては、もっと具体的にもっと細かいところという

ようなところがたくさんあるんだろうというふう

に考えてございまして、そういった疑問、質問に

お答えするために使用基準とは別に、Ｑ＆Ａをつ

くって対応させていただければというお話は今ま

でもあったところでございます。 

  Ｑ＆Ａをつくるに当たりまして、あらかじめ正
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副、それから事務局のほうで案をつくってお示し

するよりは、まず皆様がどのような疑問、質問を

お持ちなのかそれを出していただいて、その疑問、

質問に答える形で、それを含める形でお示しした

ほうが効率的でよりよいものができるんだろうと

いうふうなことで、今回Ｑ＆Ａをお示しする前に

何でもよろしいので疑問、質問を頂戴できればと

いうふうなのが今回の趣旨でございます。 

  なお、この質問事項に関しましても、今回で終

わりということではなくて、具体的にはまたご連

絡するようにいたしますが、それこそ随時受付を

して、いただいたものはある程度まとまった段階

でまたＱ＆Ａに直して、Ｑ＆Ａのバージョンを上

げていくというふうなことで言ってよろしいのか

わかりませんが、そういった形の対応を前提とし

て今回第２回の質問事項を皆さんに投げかけさせ

ていただければ、そんな位置づけでございます。 

  こちらに書いてありますとおり、提出された質

問事項を踏まえて、今後那須塩原市議会タブレッ

ト端末利活用Ｑ＆Ａの作成を進めますというふう

なところでございます。例としまして、前に山本

議員のほうから、このＢｌｕｅｔｏｏｔｈの扱い

なんかどうなるのかというお話もいただいたと思

いますし、それからＬＩＮＥなんか入れていいの

か、海外旅行に行きたいんだけれども、そのとき

にも持っていくのか、常時携帯というふうに原則

してありますので、そのときに持っていってもい

いかとかさまざまな疑問があろうかと思いますの

で、一通り皆さんの疑問、質問頂戴していただい

て、それを踏まえて機能・運用をお示ししていく

形にしたい。その第１段として、ご提示さしあげ

たものでございます。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  タブレット端末の利活用に係る質問事項であり

ましたように、実際にはまだ使っていませんから、

どういったところが問題になっていくのか、これ

いいのか悪いのかというのは、もう既に使ってい

る方はよくわかるとは思うのですが、使ってない

方のほうが圧倒的に多いんだろうと思いますんで、

できれば皆さんの中から、質問等をいただいて、

それに対して質問というか、この利活用の部分で

さまざまなこんなものはということいただいた中

で、Ｑ＆Ａをつくっていったらということで、今

回提案をさせていただいています。ですから、９

月に実際には導入されて、使い始めるということ

ですので、まだまだ当然時期的にはありますので、

これ随時受け付けということでやっていきたいと

思うんですね。 

  最初は２月８日となっていますが、これあくま

でも１回目ということですので、今後は随時受け

付けをしていくという形をとりたいと思います。

このような形で進めることでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形で。 

  まず、８日に関しては、当然この議運の中で出

してもらうということですので、各会派の、それ

とも皆さんにお知らせをしていただくような形に

しますか、そこだけ決めましょうか。 

  係長。 

○関根議事調査係長 こちらにつきましては、議員

全員にかかわることですので、先ほど申し上げた

ように第１弾は議運の中で、できましたらば会派

の中からの意見を頂戴していただいて、第１弾の

Ｑ＆Ａをおつくりできればと思いますが、そのあ

たりが今申し上げたとおり、全員に関連すること

ですので、議運というよりは議員全員協議会なん

かでお示しして、皆様にほかに質問があれば随時

受け付けますよというような話の仕方をして、そ

れぞれからお預かりをしてそれに答える形でＱ＆
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Ａのバージョンアップを図っていきたい、そんな

ふうに考えているところでございます。 

○吉成委員長 それでは、議員全員に諮るというこ

とです。そういう形にしたいと思いますので、よ

ろしいですね。 

  そうすると、全協でということになるんで、今

度は17日…… 

○関根議事調査係長 この８日に締め切りしまして、

技術的な検討はどのくらいかかるかわかりません

ので…… 

○吉成委員長 じゃなくて、全議員にお知らせをす

るのは。 

○関根議事調査係長 それは、Ｑ＆Ａの第１段をお

つくりした際にお示ししたいと思っております。 

〔発言する人あり〕 

○関根議事調査係長 最初は、この中でやらせてい

ただきます。 

○吉成委員長 もう議運じゃなくて、全協でお示し

してというか、問いかけて、全議員に８日までに

出してもらう、そういう流れかなと思ったんです

けれども、そうじゃないという。 

○関根議事調査係長 基本的なタブレットについて

は、議運でということでしたので、そのような形

でどうかと考えてございます。 

○吉成委員長 ということは、じゃ８日までに各会

派で上げていただいてということでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 すみません、私が勘違いしていまし

た。じゃ、そのような形で進めさせていただきま

す。 

  そのほかにございますか。 

  係長。 

○関根議事調査係長 １点、補足といいますか、若

干違うことなんですが、説明させていただきたい

と思っていまして、このタブレット端末に関して、

予算上、議運で決めていただきましたとおり、通

信運搬費につきまして、皆様の政務活動費から一

部負担をしていただくような形での整備になって

ございます。 

  ただし、現在の政務活動費に関する条例がタブ

レットの通信限定の充当なんかを想定してござい

ませんので、今後タブレット端末の使用料への充

当も見据えた形で条例の一部改正を考えていきた

いと思っておりますので、よろしくお願いできれ

ば、本日の時点では資料は準備していませんので、

それも遅からず対応せざるを得ませんので、ここ

で申し上げておきたいと思います。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、⑷についてはよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、再度私が勘違いしていました

ので、確認で申し上げておきます。 

  一応の目途としては、２月８日までに各会派か

ら質問事項を出していただいて、取りまとめをし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  それでは、⑸のその他に移ってまいりたいと思

います。 

  その他の件に関しましては、前回の12月の議運

の際に文書質問について、皆さんに基本的な考え

方ということでお示しをさせていただきました。 

  それぞれの委員の方々、会派に持ち帰って協議

をいただいたことだと思うんですが、この点につ

いて何かご不明な点、このような形じゃないほう

がいいんじゃないかとかそういったご意見はござ

いますか。 
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  先般の資料は皆さんお持ちですか。Ａ４の１枚

の資料にはなっているのですが。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 すみません、10日でした。12月10日

に配付をさせていただいた文書質問についてとい

うことで、これについて会派のほうで協議いただ

いた中で、何かちょっと疑念があったり、こうい

うところはこうしたほうがいいんじゃないかとか

何かありましたら、これは基本的なことを入れた

までですので、いかがですか。 

  もしこれを皆さん了解いただければ、今後につ

いては当然案をつくらなくてはいけなくなってき

ますので、そこら辺の作業に移ってまいりたいと

思うんですが、いかがですかね。 

  大事な部分は裏面のほうの⑵の質問が許可され

る期間であったり、これから文書質問がどういう

位置づけなのかという、ここをしっかりと理解を

していただいた中で、実際の運用に関する内容を

決めていかなくちゃいけませんので、そこが肝に

なるのかなという気はいたします。 

  これについては、当然回答出す側というのは執

行部になりますので、執行部との当然協議という

のは必要になってくるわけですね。ですから、こ

れもやはりつくるのは簡単なんですが、協議です

り合わせというのがありますので、またそこで多

少の時間がとられてしまうという、そこもぜひご

配慮いただければなと思います。 

○鈴木委員 ちょっといいですか。 

  この文書質問は、あくまで議員個人が執行部に

対して質問できるということで考えていいんです

よね。 

○吉成委員長 はい、もちろんです。 

○鈴木委員 質問の内容とかそういったものは、議

会の一応こちら議会の中で、ほかの人の話も関連

性もあるので、そういうチェックは受ける必要は

なくて、全く個人が自分で出した質問はそのまま

執行部に提出していいのか。 

○吉成委員長 そこが先ほど言った⑵の質問が許可

される期間と書いてありますけれども、文書質問

の必要性であったり、そういったことを加味して

当然要件をつくらなくちゃいけない理由になって

くるわけですね。 

  ですから、皆さんの了解ないとつくれないです

から、これは。 

○鈴木委員 わかった、そうですね。 

○吉成委員長 ほかにございますか。 

  じゃ、この前回の12月10日にお示しをさせてい

ただいた中身として、了解いただくことでよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、今後この文書質問につい

ては、私と相馬副委員長、そして事務局とで案を

今後つくって皆さんにお示しをさせていただきた

いと思います。その上で、今度は執行部との協議

に入りますのでよろしくお願いをいたします。 

  ⑸皆さんからその他で何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 ないようですので、それでは４の大

きなその他に移りたいと思います。 

  では、大きなその他。 

  じゃ、室井さんお願いします。 

○室井議事課主査 （今後の会議スケジュールにつ

いて。） 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  議会運営委員会だけだったら、そう問題はない

んでしょうけれども、どうしてもほかの委員会で

あったり、特に１月に関して言えば、会派の視察

それぞれ入れているところが結構ありますので、

それらを検討した結果、どうしても１月はもうこ

の辺の25日あたりしか日程的に厳しいということ
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で入れさせていただいています。 

  それから、２月８日なんですが、ちょっと８時

45分て時間的に早いんですけれども、どうしても

その後の全協がありますので、この点はぜひご理

解をいただければと思います。 

  それから、２月15日、22日、22日は議会の初日

に当たるわけですけれども、これらで検討させて

いただきたいなと思います。３月、４月について

は、なるべくは早い時期に日程をお示しはさせて

いただきたいとは思いますが、今の段階ではちょ

っとまだ難しいということですので、そこはぜひ

ご理解をいただければと思います。今後のスケジ

ュールについては、このような形で進めさせてい

ただきますのでよろしくお願いします。 

  大きなその他、皆さんからございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○吉成委員長 それでは、以上をもちまして本日の

議会運営委員会を終了させていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時４５分 

 


